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国立大学法人兵庫教育大学 
 



国立大学法人兵庫教育大学

差　　　額
（決算－予算）

 収入 　 　 　

運営費交付金 3,966 3,749 △ 217 （注１）

施設整備費補助金 273                 273                 0

補助金等収入 59 91 32 （注２）

国立大学財務・経営センター施設費交付金 28 28 -                    

自己収入 1,039 1,041 2 　

授業料、入学料及び検定料収入 944 942 △ 2

雑収入 95 99 4 （注３）

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 74 90 16 （注４）

目的積立金取崩 79 96 17 （注５）

計 5,518 5,368 △ 150

 支出

業務費 4,129 3,690 △ 439 （注６）

教育研究経費 4,129 3,690 △ 439

一般管理費 955 936 △ 19

施設整備費 301 301 0

補助金等 59 91 32 （注７）

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 74 79 5

計 5,518 5,097 △ 421

収入－支出 -                    271 271

○予算と決算の差異について

（注２）補助金等収入については，平成２０年度大学改革等推進補助金等の交付を受けたことにより，予算金額に比
して決算金額が３２百万円多額となっております。

（注６）業務費については，（注１）に示した理由により，予算金額に比して決算金額が２１７百万円少額となって
います。他に経費節減に努めたため，予算金額に比して決算金額が２２２百万円少額となっています。

（注７）（注２）に示した理由等により，予算金額に比して決算金額が３２百万円多額となっています。

（注３）雑収入については，主として財産貸付料収入等の増により，予算金額に比して決算金額が４百万円多額と
なっています。

（注４）予算段階では予定していなかった国からの受託事業等の獲得に努めたため，予算金額に比して１６百万円決
算金額が多額となっています。

（注５）目的積立金取崩については，予算段階では予定していなかった取崩の決定により，予算金額に比して決算金
額が１７百万円多額となっています。

（注１）運営費交付金については，予算段階において退職手当として措置されている期首債務を含めて計上したこと
により予算額に比して決算額が２１７百万円少額となっております。

平成２０年度　決算報告書

　　　　　　　 （単位：百万円）
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